
様式第１号（第７条関係） 

   年  月  日 

                           

 河北町長       様 

                 

申請者 住  所 

氏  名 

電話番号 

 

令和８年度河北町省エネ家電買い換え等支援補助金交付申請書兼実績報告書 

 

令和８年度河北町省エネ家電買い換え等支援補助金交付要綱第７条の規定に

より関係書類を添えて申請します。 

また、申請に伴い、町長が住民基本台帳及び町税の納付状況を閲覧することに

同意します。 

 

記 

 

１ 対象製品の種類 
□エアコン □電気冷蔵庫 □ＬＥＤ照明機器 

（□にチェックすること。） 

２ 設置する補助対象製品 
メーカー名  

製品の型番  

３ 対象製品の購入先 

住所  

事業所名  

連絡先  

４ 購入日 
年   月   日 

（領収書の発行日を記入すること。） 

５ 補助対象経費 円（消費税を含む。） 

６ 補助金交付申請額 

補助対象経費 

□１５万円以上の場合       ３万円 

□１０万円以上１５万円未満の場合 ２万円 

□５万円以上１０万円未満の場合  １万円 

□１万円以上５万円未満の場合   ３千円 

（□にチェックすること。） 

７ その他の補助金等の交付

の有無 

（□にチェックすること。有

の場合補助金名を記載） 

□無し 

□有り（補助金名             ） 

例：山形県省エネ家電買換えキャンペーン及び 

  低所得世帯に対するエアコン設置費の支援 

  河北町持家住宅促進事業費補助金 等 

※国、県、その他団体及び本町の他の補助金との

併用はできません。 



８ 事業所証明欄 

（エアコン新規購入時のみ） 

申請者住宅にエアコンが未設置であることを

確認しました。 

事業所担当者             ㊞ 

９ 添付書類 

⑴ エアコン及び電気冷蔵庫 

ア 補助対象製品の購入及び設置費用に係る領収書の写し及び補助対象経

費の内訳が分かる書類の写し 

イ 補助対象製品の統一省エネラベルが確認できるカタログや仕様書等の

写し 

ウ 未使用品であることが分かる書類等の写し 

エ 買い換えの場合は、処分した製品の特定家庭用機器廃棄物管理票（排出

者控え）の写し 

オ 買い換えの場合は、処分した製品の機器の製造年が分かる書類等の写し 

カ 補助対象製品の設置状況が確認できる写真 

キ その他町長が必要と認める書類 

⑵ ＬＥＤ照明機器 

ア 補助対象製品の購入及び設置費用に係る領収書の写し及び補助対象経

費の 内訳が分かる書類の写し 

イ 補助対象製品の統一省エネラベルが確認できるカタログや仕様書等の

写し 

ウ 未使用品であることが分かる書類等の写し 

エ 買い換え前後の機器の設置状況等が分かる写真  

オ その他町長が必要と認める書類 

※山形県で実施する省エネ家電買い換えキャンペーンや低所得世帯に対するエア

コン設置費の支援、町で実施するかほくほくほく応援券事業等との併用はできま

せん。 

  



様式第２号（第８条関係） 

指令第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

 

                    河北町長          印 

 

 

令和８年度河北町省エネ家電買い換え等支援補助金交付決定通知書兼額の確

定通知書 

 

年  月  日付で申請のありました令和８年度河北町省エネ家電買

い換え等支援補助金について、下記のとおり決定及び確定したので通知します。 

  

記 

 

交付決定及び確定額       円 

 



様式第３号（第９条関係） 

    年  月  日 

 

河北町長       様 

 

 

申請者 住  所 

氏  名            印 

電話番号 

 

 

令和８年度河北町省エネ家電買い換え等支援補助金請求書 

 

年  月  日付指令第   号をもって交付の決定通知があった令和８

年度河北町省エネ家電買い換え等支援補助金について、下記のとおり交付されるよ

う請求します。 

 

記 

 

１ 補助金の額    金                円 

 

２ 補助金の振込先（※金融機関の通帳の写しを添付してください。） 

金融機関名 
銀行・信用組合 

信用金庫・農協 
支店名 

本店・支店 

本所・支所 

出張所 

口座種別 普通 ・ 当座 
口座番号 

（右づめで記入） 

       

（フリガナ） 

口座名義人 

 

 

 

 


